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Vol.１４８８ 

令和 8 年 3 月 31 日 

厚生労働省老健局老人保健課  
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 御 中 

← 厚生労働省 老健局老人保健課 
 

今回の内容 

 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律等の施行につ

いて（通知）計 20 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線３９６３) 
FAX : 03-3595-4010 
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老発 0331 第９号 

令和８年３月 31 日 

 

各         殿 

 

 

厚生労働省老健局長 

    （ 公 印 省 略 ） 

 

 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律等の施行について（通知） 

 

令和８年３月 27日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令（令和８年政令第 67号）により、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を

構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 31号。以

下「改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定（介護情報基盤、被保険

者番号等の告知要求制限等）が令和８年４月１日から施行することとされたと

ころである。 

また、改正法の施行のため、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備等に関する政令（令和８年政令第 68号。以下「改正政令」という。）及び全

世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（令和８年厚生労働省令第 54号。以下「改正省令」という。）が制定され、令

和８年４月１日から施行することとされたところである。 

本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関

係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきよ

うお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

   改正法附則第１条第６号に掲げる規定の施行に伴い、関係政令及び厚生

労働省関係省令について所要の規定の整備等を行うもの。 

 

第２ 改正の内容 

 １ 介護保険法施行令（平成 10年政令第 412号）の一部改正関係（改正政令

都道府県知事 

市 町 村 長 
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第２条関係） 

 （１）介護情報基盤に係る地域支援事業の額について 

   改正法による改正後の介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「新法」

という。）の改正により、地域支援事業に「被保険者の保健医療の向上及び

福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被

保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業」（介護情報

基盤に関する事業）が位置付けられた。 

   地域支援事業の額（上限額）については、介護保険法施行令第 37条の 13

において定められているところ、平成 30年度以後の各年度の介護保険法第

115 条の 45 第４項の政令で定める額に、当該年度の各市町村における同条

第２項第７号に掲げる事業に要する費用の額として厚生労働大臣が認める

額を追加することとする。（介護保険法施行令第 37 条の 13 第７項及び第

８項関係） 

 

 ２ 介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）の一部改正関係（改正

省令第４条関係） 

   新法の施行に伴い、厚生労働省令に委任されている事項等について、以下

のとおり定め、又は改正すること。 

 

 （１）共同で委託する者について（介護保険法施行規則第 140条の 72の２関

係） 

    改正法による改正後の介護保険法第 115条の 47第 11項に規定する「厚

生労働省令で定めるもの」は、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第

19 条第４項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関す

る法律（昭和 27 年法律第 266 号）第 22 条第１項の規定による給付又は

支給を行う国と定めることとする。 

 

 （２）介護保険等関連情報（介護保険法第 118条の２第１項に規定する介護保

険等関連情報をいう。）の収集経路の変更について（介護保険法施行規則

第 140条の 72の５第６項及び第８項） 

   ア 新法第 118 条の２第２項の規定により、市町村が厚生労働大臣に対

して提供を行う同条第１項第１号に掲げる事項に関する情報の提供に

ついて、市町村が使用する電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

と公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織（市町村が使用する電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）と公益社団法人国民健康保険中央会が使

用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。）を使用する方法により提供することを可能とすること。 

   イ 新法第 118 条の２第４項の規定により、市町村からの求めに応じ、
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介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う

者が、新法第 118条の２第１項第３号に掲げる事項に関する情報（LIFE

情報）を提供する場合には、介護サービス事業者又は特定介護予防・日

常生活支援総合事業を行う者が、当該情報を、電子情報処理組織（介護

サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が

使用する電子計算機と公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使

用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒

体を提出する方法により提出しなければならないこととすること。 

 

 （３）被保険者番号等の告知要求制限について（介護保険法施行規則第 165条

の２の３関係） 

ア 新法第 201 条の２第１項に規定する「厚生労働省令で定める者」は、

厚生労働大臣、市町村、都道府県、地域包括支援センター、介護支援専

門員、介護サービス事業者、社会福祉法人等とすること。 

イ 新法第 201 条の２第２項に規定する「厚生労働省令で定める場合」

は、公的データベースにおける被保険者番号等の活用、保険者から委託

を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う

場合等とすること。 

 

 ３ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則

（平成元年厚生省令第 34号）の一部改正関係（改正省令第３条関係） 

 （１）医療保険被保険者番号等 

    地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成

元年法律第 64 号）第 12 条第１項の厚生労働省令で定める番号、記号そ

の他の符号について、新法第 115条の 47第 10項の規定により新法第 115

条の 45第２項第７号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委

託を受けた者が被保険者（被保険者であった者を含む。）に係る情報を管

理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものを追加すること。 

 

 ４ その他関係政令及び厚生労働省関係省令について所要の規定の整備等を

行うとともに、必要な経過措置を定めること。 

 

第３ 施行期日 

   令和８年４月１日（改正法附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日） 

 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
六
十
七
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
六
十
八
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第

四
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
）

第
五
条
の
十
四
の
二

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
六
千
三
百
円

二

統
計
成
果
物
（
委
託
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
又
は
委
託
に
よ
る
統
計
的
研
究
の
成
果
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。）の
提
供
に
関
す
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

額イ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。）に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚

に
つ
き
百
円

ロ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の

再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。）に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

三

統
計
成
果
物
の
送
付
に
要
す
る
費
用
（
当
該
送
付
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。）

２

法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療

法
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ

き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

十
六
万
二
千
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
当
た
り
行
う
法
第
六
十
九
条

の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
等
に
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

二

法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
六

千
三
百
円

三

医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
額

イ

前
項
第
二
号
イ
の
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
円

ロ

前
項
第
二
号
ロ
の
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

四

医
療
法
人
情
報
を
記
録
し
た
前
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
に
要
す
る
費
用
（
当
該
送
付

を
求
め
る
場
合
に
限
る
。）

３

前
二
項
の
手
数
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
面
に
収
入
印
紙
を
貼
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
次
条
第
六
項
に
お
い
て

「
機
構
」
と
い
う
。）に
対
し
こ
れ
ら
の
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
五
条
の
十
四
の
三

法
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
の
う
ち
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
業
務

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
公
共
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第

二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
公
共
法
人
を
い
う
。）又
は
公
益
法
人
等
（
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
を

い
う
。）で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

三

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
又
は
民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
法
第
六
十
九

条
の
三
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
若
し
く
は
行
つ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
活
用
し
て
行
う
調
査
、
学
術

研
究
若
し
く
は
分
析
又
は
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ

と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
調
査
、
学
術
研
究
若
し
く
は
分
析
（
次
号
ロ
に
お
い
て
単
に「
調
査
等
」

と
い
う
。）で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
補
助
金
そ
の
他
の
資
金
を
充
て
て
行
う
も
の
（
同
号
ニ
及
び
次
項
第
二
号
に

お
い
て
「
補
助
調
査
等
」
と
い
う
。）を
行
う
も
の

イ

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
次
項
第

二
号
及
び
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。）

ロ

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
補
助
金

ハ

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る

業
務
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
が
交
付
す
る
補
助
金
又
は
資
金

ニ

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三

号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交
付
す
る
助
成
金

四

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
又
は
前
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
業
務
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
次
項

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
受
け
た
も
の

イ

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
第
十
五
条
第
三
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
業
務

ロ

第
一
号
に
掲
げ
る
者

調
査
等
に
係
る
業
務

ハ

第
二
号
に
掲
げ
る
者

同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務

ニ

前
号
に
掲
げ
る
者

補
助
調
査
等

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
み
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
団
体

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
手
数
料
の
額
か
ら
当
該
額
の
二
分
の

一
に
相
当
す
る
額
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い
う
。）を
減
額
す
る
。

一

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
す
る
補
助
金
等
又
は
当
該
補
助
金
等
を
財
源
と

し
た
補
助
金
等
適
正
化
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
を
充
て
て
行
う
補
助
調
査
等
以
外
の
補

助
調
査
等
を
行
う
も
の

三

前
項
第
四
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
に
限
る
。）

四

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
構
成
員
と
す
る

団
体

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
更
な
る
減
額
を
し
な

い
こ
と
と
す
れ
ば
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
減
額
後
の
手
数
料
の
額
か
ら
、
第
一
号
に
掲

げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
範
囲
内

の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

二
分
の
一
相
当
額

二

五
十
万
円
と
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
（
そ
の
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き

は
、
百
万
円
）
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨

て
る
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者
の
う
ち
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
手
数
料
を
免

除
す
る
。
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６

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
六
十

九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
は
、
当
該
減
額
又
は
免
除
を
求
め
る
旨
及
び
そ
の
理

由
を
記
載
し
た
書
面
を
厚
生
労
働
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受

け
て
、
機
構
が
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
、
機
構
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受

け
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
前
条
第
二
項
」
と
、
前
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
中
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）」を
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
十
三
第
七
項
第
一
号
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

当
該
年
度
の
被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額

第
三
十
七
条
の
十
三
第
七
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

当
該
年
度
の
被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額

第
三
十
七
条
の
十
三
第
八
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額

各
市
町
村
に
お
け
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
七
号

に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
い
う
。

第
四
十
七
条
第
一
号
中
「
被
保
険
者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
（
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。
第
五
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
二
号
中
「
被
保
険
者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
第
二
号
中
「
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
（
介
護
保
険
法
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い

う
。
次
号
ロ
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
（
介
護
保
険
法
第
二
百
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ロ
中
「
介

護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に「（
介
護
保
険
法
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。）」
を

加
え
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
十
四
号
中
「
病
院
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。）」
を
「
業
務
、
同
項
第
四

号
に
規
定
す
る
業
務
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
病
院
等
」
に
、「
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
病
院
等
の
経
営
の
診

断
又
は
指
導
に
関
す
る
」
を
「
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
六
号
中
「
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
関
係
業
務
」
を
「
第
百
六
十
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
の
下
に「（
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に

お
い
て
「
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
百
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
介
護
保
険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎
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全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
四
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
四
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





九

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保

険
者
番
号
等
及
び
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
た
保
険
者
の
名
称

九

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、

被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
九
条

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
施
設
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。以
下
同
じ
。）を
受
け
た
と
き
は
、

同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
及
び
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
に
記
載

さ
れ
た
保
険
者
の
名
称

九

職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
施
設
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。以
下
同
じ
。）を
受
け
た
と
き
は
、

同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
七
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

市
町
村
又
は
特
別
区
が
被
保
険
者（
介
護
保
険
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
行

う
、
被
保
険
者
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。）そ
の
他
の
関
係
者
が
被
保
険
者
に
係
る
情
報
を
共
有
し
、
及
び
活
用
す
る
こ
と

を
促
進
す
る
事
業
に
関
す
る
事
務

三

市
町
村
又
は
特
別
区
が
被
保
険
者（
介
護
保
険
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
行
う
、
被
保
険
者
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

を
い
う
。）そ
の
他
の
関
係
者
が
被
保
険
者
に
係
る
情
報
を
共
有
し
、
及
び
活
用
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
事
業

に
関
す
る
事
務

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
等
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
健
康
保
険
法
第
百
九
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
船
員
保
険
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
自
衛
官
診
療
証
記
号
・
番
号
等
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
等

記
号
・
番
号
等
、国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、

国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
、
生
活
保
護
法
第
八
十
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
受
給
者
番
号
等
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か

ら
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託

を
受
け
た
者
が
被
保
険
者
（
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。）に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て

当
該
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
健
康
保
険
法
第
百
九
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
船
員
保
険
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
自
衛
官
診
療
証
記
号
・
番
号
等
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
等

記
号
・
番
号
等
、国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、

国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
及
び
生
活
保
護
法
第
八
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
者
番
号
等
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
中
の
者
に
関
す
る
届
出
）

（
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
中
の
者
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
五
条

被
保
険
者
が
、
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た

と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
際
現
に
入
所
又
は
入
居
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入

所
等
」
と
い
う
。）を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象

施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
継
続
し
て
他
の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
す
る

こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
（
以
下
「
継
続
住
所

変
更
」
と
い
う
。）し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
者
に
対
し

介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

被
保
険
者
が
、
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た

と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
際
現
に
入
所
又
は
入
居
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入

所
等
」
と
い
う
。）を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象

施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
継
続
し
て
他
の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
す
る

こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
（
以
下
「
継
続
住
所

変
更
」
と
い
う
。）し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
当
該
者
に
対
し

介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



四

被
保
険
者
番
号
（
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

四

被
保
険
者
証
の
番
号

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
申
請
書
に
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
記
録
の
送
信
を
行
い
、

そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
申
請
書
に
要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
記
録
の
送
信
を
行
い
、

そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
番
号

ロ

個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
番
号

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
二
十
九
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
十
四
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
は
、
十
四
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

被
保
険
者
番
号

三

被
保
険
者
証
の
番
号

（
住
所
変
更
の
届
出
）

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
三
十
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
が
、
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
が
、
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、

十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

被
保
険
者
番
号

四

被
保
険
者
証
の
番
号

五

（
略
）

五

（
略
）

（
世
帯
変
更
の
届
出
）

（
世
帯
変
更
の
届
出
）

第
三
十
一
条

第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
属
す
る
世
帯
又
は
そ

の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に
変
更
が
あ
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条

第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
属
す
る
世
帯
又
は
そ

の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に
変
更
が
あ
っ
た
第
一
号
被
保
険
者
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

被
保
険
者
番
号

四

被
保
険
者
証
の
番
号

五

（
略
）

五

（
略
）

（
資
格
喪
失
の
届
出
）

（
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
三
十
二
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条

被
保
険
者
証
交
付
済
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

被
保
険
者
番
号

五

被
保
険
者
証
の
番
号
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（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
四

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
三
条
の
四

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
要
介
護
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
要
介
護
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
四
の
四

法
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者

に
対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

た
だ
し
書
又
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
三
条
の
四
の
四

法
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者

に
対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

た
だ
し
書
又
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
被
保
険
者
番
号

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
被
保
険
者
証
の
番
号

二

当
該
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
合
算
対
象
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
被
保
険
者
番
号

二

当
該
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
合
算
対
象
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
被
保
険
者
証
の
番
号

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

被
保
険
者
番
号

五

被
保
険
者
証
の
番
号

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
10

（
略
）

２
〜
10

（
略
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
関
す
る
特
例
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
関
す
る
特
例
）

第
八
十
三
条
の
八

（
略
）

第
八
十
三
条
の
八

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

被
保
険
者
番
号

六

被
保
険
者
証
の
番
号

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
九
十
七
条
の
二

令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
九
十
七
条
の
二

令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
又
は
支
給
を
行
う

国
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
会
議
）

（
会
議
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
二
の
二

（
略
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
二

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

（
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

（
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
五

（
略
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市

町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
公

益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当
該
情
報
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を

提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市

町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
使
用

す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当

該
情
報
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７

前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
都
道
府

県
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
、
法
第

百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
（
以
下
「
介
護
保
険
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）を

提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中「
市
町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会

が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
」
と
あ
る
の
は
、「
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
又
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
厚
生
労
働

省
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
都
道
府

県
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
、
法
第

百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
（
以
下
「
介
護
保
険
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）を

提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中「
市
町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機（
入

出
力
装
置
を
含
む
。以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
」と
あ
る
の
は
、「
都

道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
又
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
厚
生
労
働
省
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

８

第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
及
び
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
、
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中
「
市
町
村
が
使

用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
」
と
あ
る
の

は
、「
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
が
使
用
す
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

（
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
手
続
等
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
九

（
略
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
九

（
略
）

２

提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

提
供
申
出
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る

提
供
申
出
者
（
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
規
定
す
る
書
面
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
私
学
共
済
法
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
項

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
書
面
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭

一

提
供
申
出
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
資
料
（
以
下
「
提
供
申
出
書
等
」
と
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る

提
供
申
出
者
（
提
供
申
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
法
第
五
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
、
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
規
定
す
る
書
面
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

書
面
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
書
面
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三

条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
私
学
共
済

法
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
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和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者

証
、
健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留

カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
で
申
出
の
日
に
お
い

て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類

書
面
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
番
号
利
用
法
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
別
永
住
者
証
明
書
で
申
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
に
足
り
る
書
類

二

（
略
）

二

（
略
）

３
〜
７

（
略
）

３
〜
７

（
略
）

（
保
険
料
納
付
原
簿
の
記
載
事
項
）

（
保
険
料
納
付
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
百
五
十
九
条

法
第
百
四
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条

法
第
百
四
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
号
被
保
険
者
の
被
保
険
者
番
号

二

第
一
号
被
保
険
者
の
被
保
険
者
証
の
番
号

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
の
実
施
の
状
況
の
報
告
）

（
事
業
の
実
施
の
状
況
の
報
告
）

第
百
六
十
五
条
の
二
の
二

法
第
百
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
月
の
事
業
の
実
施
の
状
況
（
法

第
四
十
一
条
第
十
項
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
九
項
、
法
第
四
十
六
条
第
七
項
、
法
第
四
十
八
条
第
七
項
、
法

第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
、
法
第
五
十
三
条
第
七
項
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第
九
項
、
法
第
五
十
八
条
第
七
項

及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
審
査
及
び

支
払
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条

第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。）か
ら
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
が
あ
っ
た
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
た
報
告
書
を
翌
月
十
五
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
五
条
の
二
の
二

法
第
百
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
月
の
事
業
の
実
施
の
状
況
（
法

第
四
十
一
条
第
十
項
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
九
項
、
法
第
四
十
六
条
第
七
項
、
法
第
四
十
八
条
第
七
項
、
法

第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
、
法
第
五
十
三
条
第
七
項
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第
九
項
、
法
第
五
十
八
条
第
七
項

及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
審
査
及
び

支
払
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条

第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
が
あ
っ
た
事
項
を
除
く
。）

を
記
載
し
た
報
告
書
を
翌
月
十
五
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
百
六
十
五
条
の
二
の
三

法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

（
新
設
）

一

厚
生
労
働
大
臣

二

市
町
村

三

都
道
府
県

四

介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合

五

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

六

介
護
支
援
専
門
員

七

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

八

特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者

九

法
第
百
八
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
審
査
会

十

社
会
福
祉
法
人

十
一

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

十
二

指
定
法
人

十
三

法
の
規
定
に
よ
り
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
介
護
保
険

事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



２

法
第
二
百
一
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
と
す
る
。

一

保
険
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
、
当
該
委
託
を
受
け
た
介
護
保
険
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

二

被
保
険
者
の
同
意
を
得
た
者
又
は
被
保
険
者
の
委
託
を
受
け
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
同
意
を
得
た
又
は

当
該
委
託
を
受
け
た
市
町
村
に
対
す
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
場
合

三

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
か
ら
同
意
又
は

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
者
か
ら
委
託
を
受
け

た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
同
意
を
得
た
又
は
当
該
委
託
を
受
け
た
市
町
村
に
対
す
る
保
険
給
付
等
に
係
る
請

求
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
場
合

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
又
は
健
康
保

険
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
が
、
医
療
保
険
各
法
に

基
づ
く
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

五

市
町
村
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
事
業
又

は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
を
行
う
場
合

六

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者

又
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
又
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
仮
名
加
工
医
療
情

報
作
成
事
業
を
行
う
場
合

七

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
七
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
本
人
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療

情
報
を
取
得
す
る
場
合

八

法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
行
う
場
合

イ

国
の
行
政
機
関
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）及
び
地
方
公
共
団
体
（
前
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
保
険
給
付
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施

策
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め
の

施
策
並
び
に
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調

査
ロ

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
及
び
そ
の
有
す
る
能
力
の
維
持
向
上
並
び
に
介

護
保
険
事
業
に
関
す
る
研
究

ハ

民
間
事
業
者

介
護
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に

利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

（
年
金
保
険
者
の
市
町
村
に
対
す
る
通
知
）

（
年
金
保
険
者
の
市
町
村
に
対
す
る
通
知
）

第
百
六
十
五
条
の
四
の
二

（
略
）

第
百
六
十
五
条
の
四
の
二

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

14

年
金
保
険
者
（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
除
く
。）は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定
法
人
及
び
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
の
順
に
経
由
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
指
定
法
人
に
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
経
由
し
て
当

該
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

14

年
金
保
険
者
（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）を
除
く
。）は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条

第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。）及
び
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
の
順
に
経
由
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
指
定
法
人
に
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
経
由
し
て
当

該
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

15
〜
17

（
略
）

15
〜
17

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



附

則

附

則

（
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
申
請
）

（
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
申
請
）

第
三
十
三
条

被
保
険
者
が
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
合
計
額
が
五
百
二
十
万
円

（
当
該
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十

三
万
円
）
に
満
た
な
い
こ
と
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条

被
保
険
者
が
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
合
計
額
が
五
百
二
十
万
円

（
当
該
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十

三
万
円
）
に
満
た
な
い
こ
と
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

被
保
険
者
番
号

三

被
保
険
者
証
の
番
号

（
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
三
十
五
条

令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
準
日
市
町
村
（
同
項
に
規
定
す
る
基

準
日
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条

令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
準
日
市
町
村
（
同
項
に
規
定
す
る
基

準
日
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二

（
略
）

二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

第
三
十
六
条

令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者
に

対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
（
基
準
日
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者
に

対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
（
基
準
日
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
申
請
）

（
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
申
請
）

第
三
十
八
条

被
保
険
者
が
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
合
計
額
が
五
百
二
十
万
円

（
当
該
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十

三
万
円
）
に
満
た
な
い
こ
と
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条

被
保
険
者
が
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
合
計
額
が
五
百
二
十
万
円

（
当
該
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
八
十

三
万
円
）
に
満
た
な
い
こ
と
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

被
保
険
者
番
号

三

被
保
険
者
証
の
番
号

（
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申

請
）

（
令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申

請
）

第
四
十
条

令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
準
日
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
十
条

令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
基
準
日
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二

（
略
）

二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



第
四
十
一
条

令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険

者
に
対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
（
基
準
日
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条

令
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険

者
に
対
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
（
基
準
日
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
番
号

一

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
被
保
険
者
証
の
番
号

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
介
護
保
険
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
介
護
保
険
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
経
理
原
則
）

（
経
理
原
則
）

第
一
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
百
六
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
介
護
保
険
関
係

業
務
」
と
い
う
。）に
係
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減
及
び
異
動
並
び
に

収
益
及
び
費
用
を
そ
の
発
生
の
事
実
に
基
づ
い
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
関
係
業
務
（
以
下
「
介

護
保
険
関
係
業
務
」
と
い
う
。）に
係
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
財
産
の
増
減
及
び

異
動
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
そ
の
発
生
の
事
実
に
基
づ
い
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勘
定
区
分
）

（
勘
定
区
分
）

第
二
条

法
第
百
六
十
四
条
の
特
別
の
会
計
（
介
護
保
険
関
係
業
務
に
係
る
経
理
に
限
る
。
以
下
「
介
護
保
険
特

別
会
計
」
と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘
定
に
お
い
て

は
資
産
、
負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、
損
益
勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
。

第
二
条

法
第
百
六
十
四
条
の
特
別
の
会
計
（
以
下
「
介
護
保
険
特
別
会
計
」
と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
貸
借
対

照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
、
貸
借
対
照
表
勘
定
に
お
い
て
は
資
産
、
負
債
及
び
資
本
を
計
算
し
、
損
益

勘
定
に
お
い
て
は
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
。

２

支
払
基
金
は
、
介
護
保
険
特
別
会
計
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
理
を
区

分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

支
払
基
金
は
、
介
護
保
険
特
別
会
計
の
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
理
を
区

分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
勘
定
及
び
損
益
勘
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

介
護
保
険
関
係
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
理

二

法
第
百
六
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
経
理

（
予
算
の
添
付
書
類
）

（
予
算
の
添
付
書
類
）

第
六
条

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
予
算
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
前
段
の
規
定
に
よ
り
予
算
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、

当
該
変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
変
更
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該

変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

（
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
）

第
十
条

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

法
第
百
六
十
五
条
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
資
金
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

法
第
百
六
十
五
条
の
資
金
計
画
に
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

支
払
基
金
は
、
法
第
百
六
十
五
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
の
表
中
「
そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
「
そ
の
他
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
」
に
改

め
る
。

様
式
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
申
請
等
）

（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
申
請
等
）

第
三
十
条

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
災
介
護
保
険
被
保
険
者
（
同
項
に

規
定
す
る
被
災
介
護
保
険
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
災
介
護
保
険
被
保
険
者
（
同
項
に

規
定
す
る
被
災
介
護
保
険
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

介
護
保
険
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号

五

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
被
保
険
者
証
の

番
号

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

（
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
市
町
村
の
認
定
）

（
市
町
村
の
認
定
）

第
二
条

前
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

前
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号

五

被
保
険
者
証
の
番
号

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
七
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
期
の
予
防
接
種
等
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
る
方
法
に

よ
り
、
当
該
者
が
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
事
務

二

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
定
期
の
予
防
接
種
等
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
者
が

当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
事
務

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
等
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
等
）

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
調
査
若
し
く
は
分
析
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
が
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及

び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
と

し
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
調
査
若
し
く
は
分
析
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
が
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及

び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
情
報
と

し
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
同
意

小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報

（
略
）

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
同
意

小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報

（
略
）

予
防
接
種
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予

防
接
種
等
関
連
情
報

予
防
接
種
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調

査
及
び
研
究
に
係
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
健
康
保
険
法
第
百
九
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
船
員
保
険
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
自
衛
官
診
療
証
記
号
・
番
号
等
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
等

記
号
・
番
号
等
、国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、

国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
、
生
活
保
護
法
第
八
十
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
受
給
者
番
号
等
、
予
防
接
種
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
を
受

け
た
者
が
、同
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
た
情
報（
予

防
接
種
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
管
理
す

る
た
め
の
番
号
と
し
て
当
該
対
象
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
及
び
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
が
、
定
期

の
予
防
接
種
等
の
対
象
者
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て
当
該
対
象
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
並

び
に
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第

二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
が
被
保
険
者
（
被
保

険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。）に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て
当
該
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
健
康
保
険
法
第
百
九
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
船
員
保
険
法
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
自
衛
官
診
療
証
記
号
・
番
号
等
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
入
者
等

記
号
・
番
号
等
、国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、

国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
、
生
活
保
護
法
第
八
十
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
受
給
者
番
号
等
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か

ら
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託

を
受
け
た
者
が
被
保
険
者
（
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。）に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て

当
該
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




